
 

職員がその能力を十分に発揮し、仕事と家庭生活の調和を図り、働きやすい雇

用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。  

 

１．計画期間 

  平成２９年４月１日 ～ 平成３２年３月３１日までの３年間  

 

２．目   標   

計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 

  男性職員：計画期間中に１人以上取得すること 

  女性職員：取得率を８０％以上にすること 

 

３．対   策 

〇平成２９年４月～ 子を出産した配偶者を持つ男性職員に対し、育児休業

取得についての説明を行い、育児休業取得を促進する 

〇平成２９年７月～ 育児休業の取得促進のため、管理者や育児休業取得希

望者に対して外部講師による研修を実施 
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